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◎読んだらすぐ隣へ回しましょう 

 

【分 類】 【№】 【内 容】 

〈募  集〉 １ ◆「第２回住教育セミナー」の受講者を募集します 

  ◆まちの演劇したい人 大募集!! 

〈お知らせ〉 ２ ◆デマンド交通(乗り合いバス)を無料運行します！ 

  
◆全国瞬時警報システム（Ｊアラート）の 

全国一斉情報伝達試験（第４回）を実施します 

 ３ ◆樺山天国２～樺山が天国に、樺山を天国に～ 

  ◆地域おこし協力隊の活動報告会を開催します 

 ４ ◆国民健康保険加入者への医療費通知について 

  ◆高齢者運転免許証自主返納支援事業をご利用ください 

〈保健と福祉〉 

（一般） 

５ ◆２月２６日(水)は「三股町総ぐるみ献血参加運動」の日です 

〈相  談〉 ６ ◆「こころの健康相談」を実施します 

  ◆「成年後見制度の無料相談」を実施しています 

 ７ ◆「おもちゃ病院三股」を開設します 

  ◆「ふれあい福祉相談」を実施しています 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆子育て支援の財源にはふるさと納税が活用されています 
 

３つの「無料化」の実現を目指そう‼ 

●３歳未満児の｢保育料｣ 

●町小中学校の｢給食費｣ 

●高校生までの｢医療費｣ 
 

今後も充実した子育て支援事業を継続できるよう、本町以外にお住まいのご家族、

ご親戚、知人、友人などに対し「ふるさと納税」を通じて三股町を応援していただくよ

う｢お声掛け｣をお願いします。 

町公式サイト 

 

三股町長  木佐貫 辰生 

 町ふるさと納税 

インスタグラム 

 

 

◆三股町 LINE 公式アカウントの友だちを 

募集しています 

友だち登録は 
こちら 

町は、LINE 公式アカウントを運用しています。 

さまざまなまちの情報をお届けしていますので、ぜひ友だち

登録をお願いします。 
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◆「第２回住教育セミナー」の受講者を募集します 

 

少子高齢化の進行やライフスタイルの変化などに伴い、空き家は増加傾向にあ

ります。町では空き家の発生を抑制するために、円滑な相続、売却や賃貸などの

活用方法を専門家が説明するセミナーを定期的に開催しています。また、セミナ

ー終了後、希望者を対象に個別相談会を開催します。参加費は無料です。空き家

を所有している人や相続予定の人、関心のある人はぜひご参加ください。 

 

■開催日時 ＝   

2 月１８日（火） 

セミナー    午後６時～６時４５分 

個別相談会  午後７時～８時 

■内   容 ＝  

～実家を空き家にしないために～人の終活・家の終活 

■講   師 ＝ 

(一社)全国古民家再生協会宮崎県連合会会長・空き家アドバイザー 

■場   所 ＝ 

町役場 ４階第１会議室 

■申込方法 ＝ 

電話またはインターネットから事前にお申し込みください。 

席に限りがあるため定員に達し次第締め切ります。 

 

 

 

 

 

 

                             

★お申し込み・お問い合わせは、 

都市整備課 建築係（２階 ③番窓口） 

☎：５２－９０66（直通）にお願いします。 

◆まちの演劇したい人 大募集!! 
 

今年も、全国の劇団を楽しむことができる三股の演劇のお祭り「まちドラ！」が

開催されます。その中で開催される、町民参加型朗読演劇「ヨムドラ！」の出演者

を募集します！県外で活躍する演出家３人を招き、２０分ほどの朗読劇作品を創

作します。また、劇団こふく劇場の俳優陣がつき、演技指導などお世話しますので

演劇が初めての人でも安心して参加できます。 さあ、初心者から経験者まで、気

軽にご参加ください！ 
 

※町民参加型朗読演劇「ヨムドラ！」とは！ 

役者が台本を手に読みながら、声と簡単な動きで演じる朗読劇の公演です。 

セリフを覚えなくて良いので初心者でも気軽に参加できます！ 

役者が台本(ドラマ)を読む＝ドラマをヨム＝ヨムドラ！ 
 

■公 演 名 = みまた演劇フェスティバル「まちドラ！2025」 

町民参加型・朗読劇公演「ヨムドラ！」 

■本 番 日 = ５月２４日（土）・２５日（日）  

■募集人数 = 約２０人（参加費無料） 

■稽古日程 = ４月･･･上旬から毎週木曜 午後７時～(週１回) 

 ５月･･･３チームに別れ、各チームで調整 

公演７日前から毎日の稽古となる見込みです。 

■本番リハーサル = ５月２３日(金) 午後７時以降 

■対 象 = 高校生以上の人で町内在住・出身または職場が町内の人。 

本町に縁がある人。 

稽古、リハーサル、本番（５月 23・24・25 日）に参加可能な人。 

■応募方法 = 申込書に必要事項を記入して、町立文化会館へお持ちください。 

申込書は「町立文化会館 事務室」「役場総合受付」「文化会館公

式サイト」で入手してください。 

■応募締切 = ３月３０日（日） 
 

★お問い合わせは、町立文化会館 ☎：51-３４６２ 

メール： https://bunka.town.mimata.lg.jp にお願いします。 

募 集 

お申し込みはこちら 

https://bunka.town.mimata.lg.jp/
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◆デマンドバスを無料運行（実証実験）します！ 

 

町では、現在、公共交通としてコミュニティバス「くいまーる」を運行しています。

今後、新たな交通手段として『デマンドバス』の運行を検討しており、２月の１カ月

間、実証実験を行います。 

利用した人や地域からの意見などを踏まえて、より使いやすく、町民のニーズに

合った公共交通の実現を目指して、改良・検討を進めていきます。 

ぜひこの機会にご利用ください。 

 

 

 

 

【デマンド交通 実証実験概要】 

運行日 ２月１日(土)～２８日(金)の月・水・金・土曜日 

運行エリア 長田エリア ⇔町中心市街地エリア 

運賃 無料 

運行車両 ワゴン(客席８人)※乗降ステップ、手すり付き車両です。 

運行時間 
長田エリア ⇒ 市街地エリア：午前８時発・午後１時発 

市街地エリア ⇒ 長田エリア：午前１１時発・午後３時発 

乗降場所 長田エリア２３カ所、市街地エリア４０カ所から選択 

利用対象 誰でも利用できます。 

利用方法 

会員登録をして、利用前日までに電話で予約します。 

※詳しい利用方法や乗降場所一覧、そのほかの情報は町公式サ

イト「交通」カテゴリー内に掲載するほか、町役場や三股駅などで

利用ガイドを配布します。 

 

 

 

 

★お問い合わせは、くいまーるバス事務所 ☎：５２－００００または、 

総務課 行政係（２階 ②番窓口）☎：５２－１１１２（直通）にお願いします。 

◆全国瞬時警報システム（Ｊアラート）の 

全国一斉情報伝達試験（第４回）を実施します 

 

国が実施する全国瞬時警報システム【通称：J アラート】の全国一斉情報伝達訓

練（第４回）に合わせて、本町でも情報伝達試験を実施します。 

町内各所に設置している防災行政無線のスピーカーから、次の日程で音声が

一斉に流れます。ご理解とご協力をお願いします。 

 

■日 時 ＝ ２月１２日（水）  午前１１時ごろ 

 

■試験方法 ＝ 防災行政無線（広報塔）を使用します。 

 

■放送内容 ＝ 上りチャイム（1 回鳴らします）⇒ 

「これは、Ｊアラートのテストです」（３回鳴らします）⇒ 

下りチャイム（１回鳴らします） 

 

 

※全国瞬時警報システム「Ｊアラート」は、国が人工衛星を使い、町の防災行政無

線を直接起動させて、緊急事態の情報をお知らせするシステムです。 

 

※災害発生や気象状況によっては、情報伝達試験を中止する場合があります。 

中止する場合は、町公式サイトなどでお知らせします。 

 

 

 

★お問い合わせは、 

総務課 危機管理係（２階 ②番窓口） 

☎：５２－１１１０（直通）にお願いします。 

 

【デマンドバスとは…】 

乗りたい日時、場所を事前予約して利用する乗り合いバスです。 

 

町公式サイトはこちら 

 

お知らせ 
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◆樺山天国２～樺山が天国に、樺山を天国に～ 
 

近年、樺山地区では、歩いて行ける範囲に多くの地域活動やお店が生まれてい

ます。その裏側ではさまざまなモノやコトを通して、人と人のつながりが生まれて

います。 

そんな樺山地区を楽しく歩いて回ることで、人と人、人とモノ、人とコトなどがさ

らにかけ算され、天国のような風景が広がることを目指して「樺山天国２」を開催

します。 

 

 

■内 容 = マルシェ、フード、DJ、ステージなど 

 

■開催日時 ＝ ２月２２日（土） 午前１１時～午後５時 

 

■開催場所 = 樺山購買部周辺（三股町大字樺山 2759） 

 

■駐 車 場 = 第２地区交流プラザ 

 

■参 加 費 = 入場無料  

 

■主 催 = コミュニティデザインラボ 

（町社会福祉協議会内） 

 

 

 

 

★お問い合わせは、 

コミュニティデザインラボ（町社会福祉協議会内） ☎：52-1246 または、 

勝手にフェスる公式インスタグラム（@kattenifes） 

にお願いします。 

 

◆地域おこし協力隊の活動報告会を開催します 
 

町では、平成２９年１月に地域おこし協力隊員の制度を導入し隊員を受け入れて

以降、これまで６人の隊員が町内で活動を展開してきました。現在２人の隊員が活

動しており、本町の魅力の情報発信や特産品開発などを精力的に行っています。 

そこで、地域おこし協力隊の活動を広く知ってもらうため、「地域おこし協力隊活

動報告会」を開催します。たくさんの参加をお待ちしています。 

 

 

■日 時 = ２月２７日（木） 午後６時～ 

 

■場 所 = 町まち・ひと・しごと情報交流センター「あつまい」 

 

■内 容 = ①開  会 

 ②あいさつ 

 ③活動報告（令和６年７月着任：荒武 見希） 

（令和６年８月着任：趙 昇厚） 

 ④質疑応答  

 ⑤閉  会 

 

■入場料 = 無料 

 

 

 

 

 

 

 

 

★お問い合わせは、企画商工課 商工観光係（３階 ②番窓口）  

☎：５２－９０８４（直通）までにお願いします。 

 

公式インスタグラムはこちら 
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◆国民健康保険加入者への医療費通知について 

 

国民健康保険に加入していて病院などを受診した人には、医療費についての 

お知らせを年２回送ります。 

 

           〇1 回目：令和６年１月～１０月診療分 

１月中旬ごろに送りました 

 

           〇２回目：令和６年１１月～１２月診療分 

                  ３月初旬ごろに送ります 

 

        

 

 

【注意点】 

１１月、１２月に病院などを受診した分の医療費通知は、毎年３月に送っています。

そのため、確定申告などで医療費控除の申告手続きに間に合わない場合があ

ります。１１月および１２月分の診療分については、病院などが発行する領収書を

利用してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

★お問い合わせは、 

町民保健課 国保年金係（１階 ③番窓口） 

☎：５２－９６３１（直通）にお願いします。 

 

◆高齢者運転免許証自主返納支援事業をご利用ください 

 

■事 業 内 容 ＝ 

運転に不安のある高齢者で運転免許証を自主的に返納した人に、町コミュ

ニティバスの回数券を交付し、高齢者の交通事故の減少と公共交通の利用拡

大を図るものです。 

 

■補助対象者 ＝ 

①自主返納の日に満７０歳以上の人 

②町税などを滞納していない人 

 

■支 援 内 容 ＝ 

町コミュニティバス「くいまーる」の回数券１２回分のバス利用券を１０冊 

交付します（１２０回分）。 

 

■申 請 方 法 ＝ 

運転免許証を自主返納した日の翌日から起算して１年以内に、「町高齢者 

運転免許証自主返納支援申請書」に運転免許の取消通知書などを添付して 

提出してください。 

 

 

 

 

 

 

★お問い合わせは、 

総務課 行政係（２階 ②番窓口） ☎：５２－１１１２（直通） 

にお願いします。 

 

町コミュニティバス「くいまーる」は、町内全域を走って

います。ぜひご利用ください♪ 
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公式サイトはこちら 

◆２月２６日(水)は「三股町総ぐるみ献血参加運動」の日です 

 
「三股町総ぐるみ献血参加運動」は町内すべての人に献血の協力を呼びかける

運動です。県や各市町村、推進団体、血液センターが連携し、県内各地で展開し

ています。 

冬季は感染症拡大などにより、献血のご協力が減少しがちです。安全な血液製

剤を安定して供給するために、皆さんの献血へのご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

★４００㍉㍑献血に協力した人には、町の地場産品など今回限定の記念品をプレ

ゼントします。 

 

【事前予約のお願い】 

混雑回避や優先案内のため待ち時間短縮になります。 

また、スケジュール管理にも役立ちます。 

 

■事前予約の方法 

 ①宮崎県赤十字血液センターのインターネット会員サイト 

 「ラブラッド」に会員登録して予約する。 

 「ラブラッド」への会員登録方法と予約方法は 

県赤十字血液センターの公式サイトを確認してください。 

 

②前日の午後５時までに電話で予約する。 

  宮崎県赤十字血液センター血液推進課  

  ☎：０９８５－５０－１８００ 

 

■献血アプリ「ラブラッド」をダウンロード(無料)するとより便利です。 

○ 献血の予約 

○ 事前の Web 問診 

○ そのほか、うれしい特典満載 

 

                    

 

★「ラブラッド」予約キャンペーン！ 

ラブラッドから予約のうえ協力した人に『九州ご当地カレー』を 

プレゼントします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※当日の状況によって、やむを得ず予定時間が変更となる場合があります。 

【400ｍL 献血基準】 

■年齢・体重 

男性:17 歳～69 歳、女性：18 歳～69 歳 

※６５歳以上は６０歳～に献血経験のあ

る人に限る 

体重：男女とも 50kg 以上 

■出血を伴う歯科治療をした人へ 

３日間献血をお願いできません。 

出血を確認していなくても歯石除

去をした人も３日間お願いできませ

ん。 

■３日以内にお薬を飲んだ人 

お薬の名前をお知らせ 

ください。献血可能なお薬と 

不可能なお薬があります。 

■食事と睡眠について 

食事と睡眠は十分に取ってくださ

い。 食事抜き・睡眠不足の人は献

血をお願いできない場合がありま

す。 

■1年以内に予防接種を受けた人 

予防接種の種類をお伝え下さい。 

＊コロナワクチン(ファイザー・モデルナ)接種後４８時間経過で献血可能 

 インフルエンザワクチン 接種後２４時間経過で献血可能 

■その他 

・１カ月以内に海外へ行った人は献血をお願いできません。 

・１カ月以内にピアスの穴をあけた人は献血をお願いできません。 

・今まで輸血・臓器移植した人は献血をお願いできません。 

・コロナウイルスに感染した人は約１カ月献血をお願いできません。 

上記以外にも献血には基準があります。不明な点はお問い合わせください。 
 

前回（１１月１０日)にふるさとまつり会場で献血に協力した人数は次のとおりでした。

ありがとうございました。 

献血の申込みをした人      55 人 

400 ㍉㍑献血した人 52 人 

200 ㍉㍑献血した人 1 人 

献血ができなかった人(比重不足など) 2 人 

★お問い合わせは、町健康管理センター☎：５２－８４８１（直通）にお願いします。 

期 日 2 月 26 日（水） 

時 間 午前９時３０分～正午      午後１時３０分～４時 

場 所 町役場（1 階ロビーで受け付けした後、献血車内で行います） 

保健と福祉（一般） 

 

献血にかかる時間は約４０分～５０分。そのうち、④採血は約１０～１５分（※）。 

 iPhone Android 
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◆「こころの健康相談」を実施します 

 

都城保健所では、地域の皆さんが精神科医師へ気軽に相談できる機会の提供

として、「こころの相談事業」を実施します。「精神科の病気かもしれないけど、病

院に行くのは抵抗がある」、「専門の先生に相談してみたい」など、気になることが

ありましたら、保健所にご相談ください。 

 

日 程 ２月２０日(木) 

時 間 午後１時３０分～３時３０分 

場 所 都城保健所 （都城市上川東３－１４－３） 

対 象 

保健師が事前に相談を受け、医師の相談が必要と思わ 

れる人。 

ご家族や関係者からの相談もお受けします。 

相談内容 

(１)ひきこもり、抑うつ、過食・拒食、リストカットなどに 

関すること 

(２)精神科の病気、心の健康に関する問題など精神保健 

一般に関すること 

(３)アルコール依存、薬物問題やその他の依存に関すること 

相談体制 

予約制  

※１日の相談枠は３枠まで 

※事前に保健所保健師（疾病対策担当）へご相談ください 

料 金 無料 

 

 

★お申し込み・お問い合わせは、 

都城保健所 健康づくり課  

☎：２３－４５０４ ファクス：２３－０５５１ 

にお願いします。 

 

◆「成年後見制度の無料相談」を実施しています 

 

町社会福祉協議会では、毎月第４木曜日に「成年後見制度の概要や利用方法」

に関する相談を受け付けています（祝日の場合は、翌日に実施します）。 

また、電話での相談も受け付けていますので、気軽にご相談ください。 

 

■相 談 日 ＝ ２月２７日（木） 

 

■時 間 ＝ 午後１時～４時 

 

■場 所 ＝ 町総合福祉センター「元気の杜」 

 

■申し込み方法 ＝ 相談は予約制です。 

人数に制限がありますので、相談希望者は電話か窓口で 

直接申し込んでください。 

なお、法律など専門知識が必要な相談内容の場合は、 

ほかの相談窓口の紹介も行っています。 

 

「成年後見制度」とは？ 

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な人は、不動

産や預貯金などの財産管理、身の回りの世話のために介護などのサービスや

施設への入所に関する契約締結や、遺産分割の協議などをすることが難しい

場合があります。 

また、自分に不利益な契約であっても、よく判断ができずに契約を結んでし

まい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分

な人を保護し、支援するのが成年後見制度です。 

 

 

 

★お申し込み・お問い合わせは、  

町社会福祉協議会 ☎：52-124６ にお願いします。 

 

相 談 
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◆「おもちゃ病院三股」を開設します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★お問い合わせは、 

代表：横山健一  ☎：５１－０２４１ または、 

増田親忠  携帯：０９０－１９２６－８７８３ にお願いします。 

◆「ふれあい福祉相談」を実施しています 

 

町社会福祉協議会では、生活上のあらゆる問題について、相談を受け付けて

います。 

また、電話での相談も行いますので、気軽にご相談ください。 

 

 

■相 談 日 ＝ 

毎週月曜・水曜・金曜 

※祝日は除く 

 

■時 間 ＝ 

午前９時～午後５時 

 

■場 所 ＝ 

町総合福祉センター「元気の杜」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★お問い合わせは、 町社会福祉協議会  

☎：５２－１２４６ にお願いします。 

 

 

期  日 ２月１５日（土）  毎月第３土曜日  

時  間 
開  院 ： 午後１時～３時ごろ 

※受け付けは午後３時までにお願いします。 

場  所 町総合福祉センター「元気の杜」  

注意事項 

・おもちゃ病院三股は、おもちゃを無償で修理します。 

(※一部、材料費などが掛かることがあります。) 

ただし、破損がひどい物や欠品がある物は、修理できない場

合があります。現物を見て判断しますので、ご了承ください。 

 

・コンセントにつないで作動させる電化製品・コンピューター 

製品、人を傷つける恐れがある物や水に浮く物（浮輪・ボート 

など）は修理対象外です。 

使わなくなったおもちゃをご提供ください。 

 

「おもちゃ病院」では、壊れたおもちゃを無償で修理して

いますが、修理に使う部品を購入しなければならないこ

ともあります。 

使わなくなったおもちゃ、壊れたおもちゃからも、部品

を取ることができますので、おもちゃを修理するため

に、ご協力をお願いします♪ 


